
適 不適

集団指導 　本市が実施する集団指導に出席等していますか。

　＜過去２年の出席状況＞
　　　令和　　　年度・・・（　出席　・　欠席　）
　　　令和　　　年度・・・（　出席　・　欠席　）
　　
　
　　
　
※「欠席」したことがある場合は、右側の「不適」の場合の事由等の欄
に「欠席」した理由を記載してください。
　
➢集団指導の内容は参加者が参加する意味のあるものとなるように、
介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正
内容、高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等を中心とした
カリキュラムとすることから、本市は集団指導への参加を重要であるも
のと考えています。
　
➢集団指導を欠席した場合、当日の資料には掲載のない情報も含め
貴重な伝達の機会が失われることから、欠席した事業所については、
次回集団指導は、必ず出席してください。

□ □

適 不適

Ⅰ　基本方針
基本方針

条例第１９０条

　指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(指定看護小規
模多機能型居宅介護)の事業は、指定居宅サービス等条例第６３条に
規定する訪問看護の基本方針及び条例第８１条に規定する小規模多
機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

□ □

Ⅱ　人員に関する基準
１．従業者の員数等

条例第１９１条

１－１．介護従業者

（１）夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯
　常勤換算方法で、通いサービスの提供に当たる者をその利用者が３
人又はその端数を増すごとに１人以上及び訪問サービスの提供に当
たる者を２人以上としていますか。

➢３人（利用者） ： １人以上（従業者）＋２人以上（訪問サービス担当）

➢利用者の数は、前年度の平均値とすること。ただし、新規に指定を
受ける場合は、推定数によること。

□ □

自己点検表　

○集団指導

※根拠
➢介護保険施設等の指導監督について（令和４年３月３１日付老発０３３１第６号、厚生労働省老健局長通知、別添１「介護保険
施設等指導指針」） （最終改正）老発０３２６第６号　令和６年３月２６日）

点検項目 確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

○看護小規模多機能型居宅介護
（基本方針、人員、設備、運営の基準）

※根拠
➢介護保険法（以下「法」という。）
➢鹿児島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（以下「条例」という。）

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

　各点検項目について確認した結果を「点検結果」の □ に ✓チェックし、不適の場合はその事由等を記載してください。　　　　

　　　　　　　　　事業所名（　　　　　　　　　　　　　　                　　）　
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

１．従業者の員数等

条例第１９１条

１－１．介護従業者

（２）夜間及び深夜の時間帯
　夜間及び深夜の勤務に当たる者を１人以上及び宿直勤務に当たる
者を当該宿直勤務に必要な数以上配置していますか。

➢宿泊サービスの利用者がいない場合
　夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供
するために必要な連絡体制を整備しているときは、上記の従業者を置
かないことができる。

□ □

（３）従業者のうち１人以上は、常勤の保健師又は看護師ですか。

□ □

（４）（１）の従業者のうち、常勤換算方法で、２．５人以上は、保健師、
看護師又は准看護師（以下「看護職員」という。）ですか。

➢看護職員については、常勤・非常勤の別を問わない。
➢サテライト看多機においても、医療ニーズに対応するため、看護職員
の人数については常勤換算１人以上とする。

□ □

（５）（１）の通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のう
ち、１人以上は、看護職員ですか。

□ □

（６）指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれ
かに掲げる施設等が併設されている場合において、（１）から（２）に定
める人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者
を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従
業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者
は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができます。

(1)認知症対応型共同生活介護事業所
　　該当の有無　（　有　・　無　）
(2)地域密着型特定施設
　　該当の有無　（　有　・　無　）
(3)地域密着型介護老人福祉施設
　　該当の有無　（　有　・　無　）
(４)介護医療院
　　該当の有無　（　有　・　無　）

□ □

１－２．介護支援専門
員

（１）登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介
護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置いていますか。

➢ただし、利用者の処遇に支障がない場合次に掲げる職務に従事す
ることができる。
①当該事業所の他の職務。
②当該事業所に併設する（６）の施設等の職務。
　該当の有無　（　有　・　無　）

□ □

（２）介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める研修を修了している
者ですか。

➢厚生労働大臣が定める研修
→「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」
→修了日（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

➢サテライト型事業所については、本体事業所の介護支援専門員によ
り当該サテライト型事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成
が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機
能型居宅介護計画の作成に専ら従事する上記の研修修了者とするこ
とができる。

□ □
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

２．管理者

条例第１９２条

（１）管理者は常勤専従職員を配置していますか。ただし、以下の場合
であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼
ねることができます。

①当該事業所の従業者としての職務に従事する場合
②同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又
は従業者としての職務に従事する場合

➢サテライト型事業所の管理者については、事業所の管理上支障がな
い場合は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。

➢管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設
される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護職員又
は介護職員と兼務する場合（施設における勤務時間が極めて限られて
いる場合を除く。）、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速
やかに当該事業所又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付ける
ことができない体制となっている場合などは、管理業務に支障があると
考えられる。

□ □

（２）管理者が他の職務等を兼務している場合、兼務形態は適切です
か。

　→　下記の事項について記載してください。

　・兼務の有無　（　有　　・　　無　）

　・当該事業所内で他職務と兼務している場合はその職種名　
    （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・他の事業所の職務を兼務している場合は、その事業所名、職務名
及び兼務事業所における１週間当たりの勤務時間数
　　事業所名（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　職務名　（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　勤務時間（　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ □

（３）管理者は、下記のいずれかに該当しますか。

①特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施
設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症
対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者
又は訪問介護員等として、３年以上認知症高齢者の介護に従事した経
験を有し、厚生労働大臣が定める研修を修了している。

※「認知症対応型サービス事業管理者研修」等。経過措置、みなし措
置あり。
　→研修修了の場合、具体的内容を記載してください。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②保健師若しくは看護師ですか。

※医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した
経験のある者である必要がある。

□ □
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

３．指定看護小規模
多機能型居宅介護事
業者の代表者

条例第１９３条

（１）代表者は、下記のいずれかに該当しますか。

①特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施
設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症
対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定複合
型サービスの事業を行う事業所をいう。)等の従業者、訪問介護員等と
して認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医
療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者で
あって、厚生労働大臣が定める下記の研修のいずれかを修了してい
る。

・痴呆介護実務者研修（基礎課程又は専門課程）
　（平成１６年度まで実施）
・認知症介護実践者研修又は実践リーダー研修
　（平成１７年度以降）
・認知症高齢者グループホーム管理者研修
　（平成１７年度実施）
・認知症介護指導者研修
・認知症高齢者グループホーム開設予定者研修
・認知症対応型サービス事業開設者研修
　（平成１８年度以降）

②保健師若しくは看護師である。
※医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した
経験のある者である必要がある。

□ □

（２）代表者（社長・理事長等）は、代表交代時においては、半年後又は
次回研修日程のいずれか早い日までに必要な研修を修了しています
か。

※看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者（社長・理事長等）に
ついては、当該代表者が保健師若しくは看護師でない場合には、認知
症対応型サービス事業開設者研修を修了している者であることが必要
であるが、代表者交代時に研修が開催されておらず、研修を受講でき
ずに代表者に就任できないケースがあることから、代表交代時におい
ては、半年後又は次回研修日程のいずれか早い日までに修了するこ
とで差し支えない。

　 なお、新規に事業者が事業を開始する場合については、事前の準備
期間があり、代表交代時のような支障があるわけではないため、代表
者としての資質を確保する観点から、原則どおり、新規指定時において
研修を修了 していることが必要となります。

□ □

Ⅲ　設備に関する基準
（１）指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登
録者の数の上限をいう。)を２９人（サテライト型指定看護小規模多機能
型居宅介護事業所にあっては、１８人）以下としていますか。 □ □

（２）指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内
において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定看護
小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当たりの
利用者の数の上限をいう。)を定めていますか。 □ □

①通いサービスの利用定員は、登録定員の２分の１から１５人(登録定
員が２５人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっ
ては、登録定員に応じて次に定める利用定員)までですか。

登録定員　　　　　　　利用定員
２６人又は２７人　　 　１６人
２８人　　　　　　　　　　１７人
２９人　　　　　　　　　　１８人

※サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所においては、登
録定員の２分の１から１２人まで。

□ □

１．登録定員及び利
用定員

条例第１９４条
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

１．登録定員及び利
用定員

条例第１９４条

②宿泊サービスの利用定員は、通いサービスの利用定員の３分の１か
ら９人までですか。

※サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所においては、通い
サービスの利用定員の３分の１から６人まで。 □ □

２．設備及び備品等

条例第１９５条

（１）事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の
非常災害に際して必要な設備その他指定看護小規模多機能型居宅介
護の提供に必要な設備、備品等を備えていますか。

□ □

①居間及び食堂　居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広
さを有すること。

□ □

②宿泊室
ア．１の宿泊室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要
    と認められる場合は、２人とすることができる。

イ．１の宿泊室の床面積は、７．４３平方メートル以上としなければな
    らない。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院
    又は診療所である場合であって定員が１人である宿泊室の床面積
    については、６．４平方メートル以上とすることができる。

ウ．ア及びイを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設
    ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむ
    ね７．４３平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員
    数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は
    利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。

エ．プライバシーが確保された居間については、ウの個室以外の宿泊
    室の面積に含めることができる。

□ □

②－１　看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合、
当該 看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に
支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を
兼用することができる。

②－２　指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場
合については、診療所 の病床を宿泊室とすることは差し支えないが、
当該病床のうち１病床以上は利用者の専用のものとして確保しておくこ
と。

②－３　診療所の病床を宿泊室とする場合において、利用者が当該診
療所に入院する場合には、入院に切り替える理由や、利用者の費用負
担等について十分に説明すること。

□ □

（２）（１）の設備は、専ら当該指定看護小規模多機能型居宅介護の事
業の用に供するものとなっていますか。ただし、利用者に対する指定看
護小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りで
ない。 □ □

（３）事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との
交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や
地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしています
か。 □ □
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

３．消火設備その他
の非常災害に際して
必要な設備

平成２１年４月消防法
施行令

条例第86条
予防条例第48条

（１）消火設備及び必要な備品を整備し、６ヶ月に１度の消防設備点検
はできていますか。

　➤用途区分：消防法施行令別表第一(6)項ロに定める必要となる消防
用設備を備えること。
　　
　　
　○全ての看護小規模多機能型居宅介護事業所で必要な消防用設備
　　→誘導灯、消火器、スプリンクラー、自動火災報知設備、
　　　火災通報装置（自動火災通報設備と連動して起動すること）

　○面積等に応じて必要な消防用設備
　　・屋内消火栓設備：用途に供する床面積が700㎡以上
　　・漏電火災警報器：用途に供する床面積が300㎡以上
　　・非常警報設備：収容人員50人以上
　　・その他、消防及び防災部局に確認のうえ、設置すること。
　
　→過去3年間の消防設備点検実施日
（　　　　　 　　　 　　　   　）　（　 　　　　 　　　　　　   　）
（　　　　　 　　　 　　　   　）　（　 　　　　 　　　　　　   　）
（　　　　　 　　　 　　　   　）　（　 　　　　 　　　　　　   　）

□ □

Ⅳ　運営に関する基準
（１） 事業者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者
又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他
の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記
した文書を交付して懇切丁寧に説明を行っていますか。
　
　➢利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
　　　・運営規程の概要
　　　・従業者の勤務の体制
　　　・事故発生時の対応
　　　・苦情処理の体制
　　　・提供するサービスの第三者評価の実施状況

□ □

（２） 当該サービスの提供の開始について利用申込者の同意を得てい
ますか。

□ □

２．提供拒否の禁止

条例第２０２条準用条
例第１０条

　事業者は、正当な理由なく指定看護小規模多機能型居宅介護の提
供を拒んでいませんか。

➢正当な理由の例
①事業所の現員から応じきれない場合
②申込者の居住地が通常の事業の実施地域外
③その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難
と認められる場合

□ □

３．サービス提供困難
時の対応

条例第２０２条準用条
例第１１条

　事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通
常時に当該サービスを提供する地域をいう。)等を勘案し、利用申込者
に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合
は、当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡、適当
な他のサービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じ
ていますか。

□ □

（１）事業者は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示す
る被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介
護認定の有効期間を確かめていますか。

□ □

（２）事業者は、（１）の被保険者証に、法第７８条の３第２項の規定によ
り認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配
慮して、サービスを提供するように努めていますか。

□ □

１．内容及び手続の
説明及び同意

条例第２０２条準用条
例第９条

４．受給資格等の確
認

条例第２０２条準用条
例第１２条
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

（１）事業者は、サービスの提供の開始に際し、要介護認定を受けてい
ない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われている
かどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の
意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行って
いますか。

□ □

（２）事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない
等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、
遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する
日の３０日前までに行われるよう、必要な援助を行っていますか。 □ □

６．心身の状況等の
把握

条例第２０２条準用条
例第８７条

　事業者は、サービスの提供に当たっては、介護支援専門員が開催す
るサービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成
のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等
(法第８条第２４項に規定する指定居宅サービス等をいう。）の担当者を
招集して行う会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただ
し、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用に
ついて当該利用者等の同意を得なければならない。）をいう。)等を通じ
て、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サー
ビス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めていますか。

□ □

（１）事業者は、サービスを提供するに当たっては、居宅サービス事業
者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接
な連携に努めていますか。

□ □

（２）事業者は、サービスを提供するに当たっては、利用者の健康管理
を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めていますか。

□ □

（３）事業者は、サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家
族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介
護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉
サービスを提供する者との密接な連携に努めていますか。 □ □

８．身分を証する書類
の携行

条例第２０２条準用条
例第８９条

　事業者は、従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を
証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求
められたときは、これを提示すべき旨を指導していますか。

□ □

（１）事業者は、サービスを提供した際は、当該サービスの提供日及び
内容、当該サービスについて法第４２条の２第６項の規定により利用者
に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要
な事項を利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ず
る書面に記載していますか。

➢利用者及び事業者が、その時点での区分支給限度基準額の残額や
サービスの利用状況を把握できるようにするために、サービスの提供
日、サービス内容、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅
サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならな
い。

□ □

（２）事業者は、サービスを提供した際は、提供した具体的なサービス
の内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文
書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供し
ていますか。

➢「その他適切な方法」
　　例：利用者の用意する手帳等に記載する。

□ □

７．居宅サービス事業
者等との連携

条例第２０２条準用条
例第８８条

５．要介護認定の申
請に係る援助

条例第２０２条準用条
例第１３条

９．サービスの提供の
記録

条例第２０２条準用条
例第２０条
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

１０．利用料等の受領

条例第２０２条準用条
例第９０条

（１）法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際は、その
利用者から利用料の一部として利用者負担分の支払を受けています
か。
 
➢利用者負担額（介護保険負担割合証に定める割合の額）の支払い
を受けていますか。

□ □

（２）法定代理受領サービスである場合と、そうでない場合との間に不
合理な差額を設けていませんか。

□ □

（３）事業者は、（１）、（２）の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用
の額の支払を利用者から受けていますか。

□ □

①利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住す
　る利用者に対して行う送迎に要する費用
②利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅に
　おいて訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額
③食事の提供に要する費用
④宿泊に要する費用
⑤おむつ代
⑥前①～⑤に掲げるもののほか、サービスの提供において提供され
　る便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費
　用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費
　用

➢あいまいな名目による費用の徴収を認めないことから運営規程等に
明示されることが必要である。

□ □

（４）（３）の③及び④に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める
ところによるものとなっていますか。

□ □

（５）事業者は、（３）の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、
あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用
について説明を行い、利用者の同意を得ていますか。

□ □

１１．保険給付の請求
のための証明書の交
付

条例第２０２条準用条
例第２２条

　　事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利
用料の支払を受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その
他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対
して交付していますか。

　→事例：（　有　・　無　）
□ □

（１）指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽
減又は悪化の防止に資するようその目標を設定し、計画的に行ってい
ますか。

□ □

（２）事業者は、自らその提供する指定看護小規模多機能型居宅介護
の質の評価を行い、その結果を公表し、常にその改善を図っています
か。

□ □

１３．指定看護小規模
多機能型居宅介護の
具体的取扱方針

条例第１９７条

（１）指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域
での生活を継続することができるよう利用者の病状、心身の状況、希
望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービ
ス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、当該利用者の
居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊さ
せ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な
診療の補助を妥当適切に行っていますか。

□ □

１２．指定看護小規模
多機能型居宅介護の
基本取扱方針

条例第１９６条
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

（２）指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を
尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常
生活を送ることができるよう配慮して行っていますか。 □ □

（３）サービスの提供に当たっては、看護小規模多機能型居宅介護計
画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及
びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行っていま
すか。 □ □

（４）従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨
とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項その他サービス
の提供の内容等について、理解しやすいように説明又は必要に応じた
指導を行っていますか。

➢「療養上必要な事項その他サービスの提供等」とは
　看護小規模多機能型居宅介護計画の目標及び内容や行事及び日
課等も含むものとする。

□ □

（５）事業者は、サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利
用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除
き、身体的拘束等を行っていませんか。

　→身体的拘束等の有無（　有　・　無　） □ □

（６）事業者は、（５）の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時
間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記
録していますか。

※緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性
の ３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確
認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容につい
て記録しておくことが必要である。

□ □

（７）事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を
講じていますか。

①身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電
話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開
催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

※関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他
の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとし
て差し支えない。

②身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

③従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実
施すること。

※新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施すること
が重要である。

□ □

（８）指定看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が
登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものとなっていませんか。

➢「通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない」とは、登
録定員のおおむね３分の１以下が目安となる。 □ □

１３．指定看護小規模
多機能型居宅介護の
具体的取扱方針

条例第１９７条
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

（９）事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日において
は、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う
等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供し
ていますか。

➢「適切なサービス」とは、１の利用者に対して、通いサービス及び訪
問サービスを合わせて概ね週４日以上行うことが目安となる。

□ □

（１０）看護サービス(指定看護小規模多機能型居宅介護のうち、保健
師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以
下「看護師等」という。)が利用者に対して行う療養上の世話又は必要
な診療の補助であるものをいう。)の提供に当たっては、主治の医師と
の密接な連携により、及び第１９９条第１項に規定する看護小規模多
機能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が図
られるよう妥当適切に行っていますか。

□ □

（１１）看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切
な看護技術をもって、サービスの提供を行っていますか。

□ □

（１２）特殊な看護等を行っていませんか。

□ □

（１）事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づ
き適切な看護サービスが提供されるよう、必要な管理をしていますか。

□ □

（２）事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による
指示を文書で受けていますか。

□ □

（３）事業者は、主治の医師に看護小規模多機能型居宅介護計画及び
看護小規模多機能型居宅介護報告書を提出し、看護サービスの提供
に当たって主治の医師との密接な連携を図っていますか。

□ □

（４）当該事業所が病院又は診療所である場合にあっては、（２）、（３）
の規定にかかわらず、（２）の主治の医師の文書による指示及び前項
の看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出は、診療記録への記
載をもって代えることができます。 □ □

（１）事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス
計画の作成に関する業務を担当させていますか。

□ □

（２）介護支援専門員は、（１）に規定する居宅サービス計画の作成に当
たっては、指定居宅介護支援等基準第１３条各号に掲げる具体的取組
方針に沿って行っていますか。 □ □

（３）サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用
者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやす
いように説明を行っていますか。 □ □

（４）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用
者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又
は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に居宅サービス等の利用
が行われるようにしていますか。 □ □

１４．主治の医師との
関係

条例第１９８条

１３．指定看護小規模
多機能型居宅介護の
具体的取扱方針

条例第１９７条

１５．居宅サービス計
画の作成

条例第２０２条準用条
例第９３条
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

１５．居宅サービス計
画の作成

条例第２０２条準用条
例第９３条

（５）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用
者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以
外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自
発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に
位置付けるよう努めていますか。

□ □

（６）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たって
は、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における居
宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適
正に利用者又はその家族に対して提供していますか。

□ □

（７）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切
な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けてい
る指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利
用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を
営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しています
か。

□ □

（８）介護支援専門員は、アセスメントに当たっては、利用者の居宅を訪
問し、利用者及びその家族に面接して行っていますか。
　この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びそ
の家族に対して十分に説明し、理解を得ていますか。 □ □

（９）介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメ
ントの結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指
定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントによ
り把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの
組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総
合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービス
の目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びに
サービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画
の原案を作成していますか。

□ □

（１０）介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催により、利用者
の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービ
ス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見
を求めていますか。
ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照
会等により意見を求めることができるものとする。
                                                                   　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　➢やむを得ない理由がある場合とは、利用者（末期の悪性
腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医
師の意見を勘案して必要と認める場合のほか、開催の日程調整を行っ
たが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が
得られなかった場合、居宅サービス計画の変更であって、利用者の状
態に大きな変化が見られない等における軽微な変更等が想定される。

□ □

（１１）介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指
定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分し
た上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はそ
の家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ていますか。 □ □

（１２）介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際は、当該居
宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していますか。

□ □

（１３）介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービ
ス事業者等に対して、訪問介護計画等の指定居宅サービス等条例に
おいて位置付けられている計画の提出を求めていますか。

➢個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サービス
計画の連動性や整合性について確認すること。

□ □

（１４）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、モニタリングを
行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業
者等との連絡調整その他の便宜の提供を行っていますか。 □ □
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

１５．居宅サービス計
画の作成

条例第２０２条準用条
例第９３条

（１４－２）介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者
に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の
服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情
報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しく
は歯科医師又は薬剤師に提供していますか。

□ □

（１５）介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその
家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特
段の事情のない限り、次の①、②について行っていますか。

イ　少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するこ
と。

ロ　イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行う
こと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも２月に
１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居
宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者
に面接することができるものとする。

①テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利
用者の同意を得ていること。
②サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の
医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
　ⅰ利用者の心身の状況が安定していること。
　ⅱ利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができる
こと。
　ⅲ介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは
把握できない情報について、担当者から提供を受けること

ハ　少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。

➢特段の事情とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、面
接ができない場合を主として指し、介護支援専門員に起因する事情は
含まれない。特段の事情がある場合については、その具体的な内容を
記録しておくことが必要である。

□ □

（１６）介護支援専門員は、次の①又は②の場合においては、サービス
担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性につい
て、担当者から、専門的な見地からの意見を求めていますか。
　ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する
照会等により意見を求めることができるものとする。

➢やむを得ない理由がある場合とは、担当者が会議への参加ができ
なかった場合、居宅サービス計画の変更から間もない場合、利用者の
状態に大きな変化が見られない場合等が想定される。

①要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
②要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を
受けた場合

□ □

（１７）（３）～（１３）の規定は、（１４）に規定する居宅サービス計画の変
更について、同様に取り扱っていますか。

□ □

（１８）介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービス
が総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居
宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用
者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合は、介護保険施
設への紹介その他の便宜の提供を行っていますか。　
　
　→事例（　有　・　無　）

□ □

（１９）介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようと
する要介護者から依頼があった場合は、居宅における生活へ円滑に
移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行っ
ていますか。　
　

　→事例（　有　・　無　）

□ □
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

１５．居宅サービス計
画の作成

条例第２０２条準用条
例第９３条

（２０）介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション
等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、
利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師の意見を求めています
か。

　→事例（　有　・　無　）

➢介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居
宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。

□ □

（２１）介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビ
リテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医
療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うも
のとする。
　また、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合に
あっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観
点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれ
を行っていますか。　
　

　→事例（　有　・　無　）

□ □

（２２）介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与及び特
定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を
検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、
必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、その継続の必要性に
ついて検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場
合にはその理由を居宅サービス計画に記載していますか。

➢福祉用具の特性と利用者の心身の状況等を踏まえて、その必要性
を十分に検討せずに選定した場合、利用者の自立支援は大きく阻害さ
れるおそれがあることから、検討の過程を別途記録する必要がある。　

➢福祉用具の適時適切な利用及び利用者の安全を確保する観点から
福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択で
きることやそれぞれのメリット・デメリット等、利用者の選択に資するよ
う、必要な情報を提供しなければならない。

➢対象福祉用具の提案を行う際、利用者の心身の状況の確認に当
たっては、利用者へのアセスメントの結果に加え、医師やリハビリテー
ション専門職等からの意見聴取、退院・退所前カンファレンス又はサー
ビス担当者会議等の結果を踏まえることする。医師の所見を取得する
具体的な方法は、主治医意見書による方法のほか、診療情報提供書
又は医師から所見を聴取する方法が考えられる。

➢対象福祉用具の場合については、福祉用具専門相談員によるモニ
タリングの結果も踏まえること。
（対象福祉用具：スロープ（工事を伴わない）、歩行器（歩行車を除く）、
歩行補助つえ、単点杖（松葉づえを除く）、多点杖）　
　　
→事例（　有　・　無　）

□ □

（２３）介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を
位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に
特定福祉用具販売が必要な理由を記載していますか。　
　
→事例（　有　・　無　）

□ □

（２４）介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査
会意見又は居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類につい
ての記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上
で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成していますか。　

→事例（　有　・　無　）

□ □

（２５）事業者は、地域ケア会議から、個別ケースの支援内容の検討を
行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求
めがあった場合は、これに協力するよう努めていますか。　

→事例（　有　・　無　）
□ □
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

１６．法定代理受領
サービスに係る報告

条例第２０２条準用条
例第９４条

　事業者は、毎月、国保連合会に対し、居宅サービス計画において位
置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスと
して位置付けたものに関する情報を記載した文書（給付管理票）を提出
していますか。

□ □

１７．利用者に対する
居宅サービス計画等
の書類の交付

条例第２０２条準用条
例第９５条

　事業者は、登録者が他の指定看護小規模多機能型居宅介護事業者
の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合は、当
該登録者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関す
る書類を交付していますか。

□ □

（１）管理者は、介護支援専門員（介護支援専門員を配置していないサ
テライト型事業所にあっては、研修修了者）に看護小規模多機能型居
宅介護計画の作成に関する業務を、看護師等(准看護師を除く。)に看
護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関する業務を担当させて
いますか。 □ □

（２）介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に
当たっては、看護師等と密接な連携を図りつつ行っていますか。

□ □

（３）介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に
当たっては、地域における活動への参加の機会が提供されること等に
より、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めています
か。 □ □

（４）介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれ
ている環境を踏まえて、他の看護小規模多機能型居宅介護従業者と
協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービ
スの内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計画を作成する
とともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案
し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み
合わせた看護及び介護を行っていますか。

□ □

（５）介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に
当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、
利用者の同意を得ていますか。 □ □

（６）介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画を作成し
た際は、当該看護小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付して
いますか。 □ □

（７）介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成後
においても、常に看護小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び
利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて看護小規模多機
能型居宅介護計画の変更を行っていますか。 □ □

（８）（２）から（７）までの規定は、看護小規模多機能型居宅介護計画の
変更についても行っていますか。

□ □

（９）看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した看護小規模
多機能型居宅介護報告書を作成していますか。

□ □

（１０）当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療
所である場合にあっては、看護小規模多機能型居宅介護報告書の作
成は、診療記録への記載をもって代えることができます。 □ □

１８．看護小規模多機
能型居宅介護計画及
び看護小規模多機能
型居宅介護報告書の
作成

条例第１９９条
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

１９．介護等

条例第２０２条準用条
例第９７条

（１）介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常
生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っていますか。

➢たんの吸引等を行う場合は、「喀痰吸引等研修」又は平成２８年度以
降の介護福祉士「実地研修」を受講した介護福祉士及び介護職員等
が、「認定特定行為業務従事者」として県から認定証の交付を受けた
上で、「登録特定行為事業者」として県に登録する必要があります。

　→介護職員による喀痰吸引等の実施事例（　有　・　無　）

　→看護職員以外による褥瘡等の処置事例（　有　・　無　）

□ □

（２）事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、利用者の
居宅又は当該サービスの拠点における従業者以外の者による介護を
受けさせていませんか。 □ □

（３）事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り利
用者と従業者が共同で行うよう努めていますか。

□ □

２０．社会生活上の便
宜の提供等

条例第２０２条準用条
例第９８条

（１）事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を
踏まえた社会生活の継続のための支援に努めていますか。

□ □

（２）事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対す
る手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合
は、その者の同意を得て、代わって行っていますか。 □ □

（３）事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とそ
の家族との交流等の機会を確保するよう努めていますか。

□ □

　事業者は、サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該
当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しています
か。

（１）正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことによ
り、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

□ □

（２）偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとし
たとき。

□ □

（１）従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状
の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への
連絡を行う等の必要な措置を講じていますか。 □ □

（２）（１）の従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨
時応急の手当てを行っていますか。

□ □

（１）事業所の管理者は、当該事業所の従業者の管理及びサービスの
利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一
元的に行っていますか。 □ □

（２）事業所の管理者は、当該事業所の従業者に運営の関する基準の
規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っていますか。

□ □

２２．緊急時等の対応

条例第２００条

２３．管理者の責務

条例第２０２条準用条
例第５９条の１１

２１．利用者に関する
市への通知

条例第２０２条準用条
例第２８条
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

２４．運営規程

条例第２０２条準用条
例第１００条

　事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に
掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めています
か。

（１）事業の目的及び運営の方針
（２）従業者の職種、員数及び職務の内容
（３）営業日及び営業時間
（４）指定看護小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサー
　　 ビス及び宿泊サービスの利用定員
（５）指定看護小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の
　　 費用の額
（６）通常の事業の実施地域
（７）サービス利用に当たっての留意事項
（８）緊急時等における対応方法
（９）非常災害対策
（１０）虐待の防止のための措置に関する事項
（１１）その他運営に関する重要事項

□ □

２５．勤務体制の確保
等

条例第２０２条条例第
５９条の１３

（１）事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業所
ごとに従業者の勤務体制を定めていますか。

➢事業所ごとに、月ごとの勤務表を作成し、以下の①～④について明
確にすること。
①従業者の日々の勤務時間
②常勤・非常勤の別
③専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の
   配置
④管理者との兼務関係

□ □

（２）事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービス
を提供していますか。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない
業務については、この限りでない。 □ □

（３）事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確
保していますか。

➢全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他
これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受
講させるために必要な措置を講じていますか。

□ □

（４） 事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場にお
いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であっ
て、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境
が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ
ていますか。

□ □

（１）事業者は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する
サービスの提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開
を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該計画に従い必要な
措置を講じていますか。

※感染症に係る業務継続計画、感染症の予防及びまん延の防止のた
めの指針、災害に係る業務継続計画並びに非常災害に関する具体的
計画については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合
には、一体的に策定することとして差し支えない。

□ □

（２）事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するととも
に、必要な研修及び訓練を定期的（年１回以上）に実施していますか。

□ □

（３）事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて
業務継続計画の変更を行っていますか。

□ □

２６．業務継続計画の
策定等

条例第２０２条準用条
例第３２条の２

16　／　22



適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

２７．定員の遵守

条例第２０２条準用条
例第１０１条

（１）事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利
用定員を超えてサービスの提供を行っていませんか。
　ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や
希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を
超えることはやむを得ないものとする。なお、災害その他のやむを得な
い事情がある場合は、この限りでない。

□ □

（２）（１）の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域にお
いて、地域の実情により当該地域における看護小規模多機能型居宅
介護の効率的運営に必要であると市が認めた場合は、事業者は、市
が認めた日から鹿児島市介護保険事業計画（法第１１７条第１項に規
定するの市町村介護保険事業計画をいう。）の終期まで（市が次期の
鹿児島市介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サー
ビスを整備するよりも既存の事業所を活用することがより効率的である
と認めた場合にあっては、次期の鹿児島市介護保険事業計画の終期
まで）に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用
定員を超えてサービスの提供を行うことができる。

□ □

２８．非常災害対策

条例第２０２条準用条
例第１０２条

（１）事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の立地環境
に応じ、火災、風水害、地震、津波、火山災害等個別に非常災害に対
する具体的計画を立てていますか。

　➤火災・地震に関する計画に加え、風水害等、各々の施設の属する
地域・地形などを考慮し、起こりうる災害に対し、網羅的に対応できて
いますか。
　　
　➤上記計画に以下の項目が含まれていますか。
①介護保険施設等の立地条件（地形等）
②災害に関する情報の入手方法
　　　（「避難準備情報」等の情報の入手方法確認等）
③災害時の連絡先及び通信手段の確認
　　　（自治体、家族、職員等）
④避難を開始する時期、判断基準
　　　（「避難準備情報発令」時等）
⑤避難場所　（市指定避難場所、施設内の安全スペース等）
⑥避難経路　（避難場所までのルート（複数）、所要時間等）
⑦避難方法　（利用者ごとの避難方法（車イス、徒歩等）
⑧災害時の人員体制、指揮系統
　　　（災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数等）
⑨関係機関との連携体制

※起こりうる災害の範囲について疑義がある場合は、消防及び防災部
局と協議の上、決定すること。

□ □

（２）事業者は、（１）の具体的計画の内容について、従業者及び利用者
に分かりやすく事業所内に掲示していますか。

□ □

（３）事業者は、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備
するとともに、常に地域社会との連携を図ることにより非常災害時に地
域住民の協力が得られる体制づくりに努め、それらの取組を定期的に
従業者に周知していますか。

□ □

（４）事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必
要な訓練を行っていますか。

→過去３年間の避難訓練等の内容及び実施日
　　　避難訓練等の内容　　　　　　　実施日
（　　　　　　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　　　　）　
　　

□ □

（５）（４）で水害・土砂災害の場合を含む地域の実情に応じた災害に係
る避難訓練を実施しましたか。
  
　上記訓練がされていない場合
　　→今年度中に実施予定の有無（　有　・　無　）
　　→実施予定時期（　　　　　　　年　　　月）

□ □
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

２９．協力医療機関等

条例第２０２条準用条
例第１０３条

（１）事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の
急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めていますか。

協力医療機関（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□ □

（２）事業者は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めて
いますか。

協力歯科医療機関（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□ □

（３）事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対
応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、
病院等との間の連携及び支援の体制を整えていますか。

➢バックアップ施設
・介護老人福祉施設（　　　　　　　　　          　　　）
・介護老人保健施設（　　　　　　　　　          　　　）
・介護医療院          （  　　　　　          　　　　　　）
・病院等                （  　               　　　　　　　　）

□ □

３０．衛生管理等
条例第２０２条準用条
例第５９条の１６

（１）事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用
に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を
講じていますか。

　（　市水　・　井水　）

□ □

（２）事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しな
いように必要な措置を講ずるよう努めていますか。

①当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策
を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる。）を
おおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者
に周知徹底を図ること。
②当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針
を整備すること。
③当該事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の
防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

過去３年間のレジオネラ属菌検査実施日
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ □

３１．掲示

条例第２０２条準用条
例第３４条

　事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤
務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる
重要事項を掲示していますか。

・重要事項を事業所の見やすい場所に掲示しているか。
・掲示内容が実際のサービス内容と一致しているか。
・重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも
関係者に自由に閲覧させることにより、掲示に代えることができる。
・原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
　（令和７年４月１日から施行）
※ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公
表システムのことをいう。

□ □

（１）事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用
者又はその家族の秘密を漏らしていませんか。

➢研修等の機会を利用して周知徹底するなどの対策を講じること。
□ □

（２）事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がな
く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがな
いよう、必要な措置を講じていますか。

➢従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めをお
くなどの対策を講じていること。（誓約書や就業規則）

□ □

（３）事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を
用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場
合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ていますか。
（サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意で可）

□ □

３２．秘密保持等

条例第２０２条準用条
例第３５条
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

３３．広告

条例第２０２条準用条
例第３６

　事業者は、事業所について広告をする場合は、その内容を虚偽又は
誇大なものとしていませんか。

・パンフレット（　有　・　無　）
・ホームページ（　有　・　無　）
・介護サービス情報公表システムへの掲載（　　　　年　　月　　日）

□ □

３４．居宅介護支援事
業者に対する利益供
与の禁止

条例第２０２条準用条
例第３７条

　事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用
者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品
その他の財産上の利益を供与していませんか。

□ □

３５．苦情処理

条例第２０２条準用条
例第３８条

（１）事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦
情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口
を設置する等の必要な措置を講じていますか。

　→苦情を受け付けるための窓口（　有　・　無　）
　
　→苦情処理体制等に関する重要事項説明書への記載（ 有　・　無）

□ □

（２）事業者は、（１）の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を
記録していますか。

➢事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、苦情の内容等
を記録すること。

□ □

（３）事業者は、提供したサービスに関し、法第２３条の規定により市が
行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員から
の質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う
調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合において
は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。

□ □

（４）事業者は、市からの求めがあった場合は、（３）の改善の内容を市
に報告していますか。

　→事例（　有　・　無　）
□ □

（５）事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国
民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和３３年法律第１９２号)第
４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下「連合
会」という。)が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するととも
に、連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指
導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。

　→事例（　有　・　無　）

□ □

（６）事業者は、連合会からの求めがあった場合は、（５）の改善の内容
を国保連合会に報告していますか。

　→事例（　有　・　無　）
□ □

３６．調査への協力等

条例第２０２条準用条
例第１０４条

　事業者は、提供したサービスに関し、利用者の心身の状況を踏まえ、
妥当適切なサービスが行われているかどうかを確認するために市が行
う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合におい
ては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。

□ □

３７．地域との連携等

条例第２０２条準用条
例第５９条の１７

（１）事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者、利用者の家
族、地域住民の代表者、市の職員又は当該事業所が所在する区域を
管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターの
職員、看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等によ
り構成される運営推進会議（テレビ電話装置等を活用して行うことがで
きるものとする。ただし、利用者又はその家族が参加する場合にあって
は、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なけ
ればならない。）を設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に
対し、通いサービス及び宿泊ービスの提供回数等の活動状況を報告
し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要
な要望、助言等を聴く機会を設けていますか。

  →運営推進会議の開催月
　　今年度（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　前年度（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　前々年度（　　  　　　　　　　　　　　　　　　 ）

□ □
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

（２）運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等
の観点から、複数の事業所の合同開催について、次の要件を満たす
場合には認められます。

①利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プラ
イバシーを保護すること。 □ □

②同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。

□ □

③合同して開催する回数が、１年度に開催すべき運営推進会議の開
催回数の半数を超えないこと。 □ □

④外部評価を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと。
□ □

（３）事業者は、（１）の報告、評価、要望、助言等についての記録を作
成するとともに、当該記録を公表していますか。

 ➢運営推進会議の記録については、事業所からの活動状況報告だけ
ではなく、構成員からの評価、要望、助言等も記録すること。また、記録
は５年間保存すること。 

➢公表の方法（活用している方法の□に✔チェックを記載してくださ
い。）

□ 介護サービス情報公表システム
□ 法人のホームページへの掲載
□ 地域包括支援センターへの掲示
□ 事業所内の分かりやすい場所への掲示

※公表については、個人情報の取扱いに十分配慮したうえで、広く公
表すること。

□ □

（４）事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発
的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図っています
か。 □ □

（５）事業者は、その事業の運営に当たっては、提供したサービスに関
する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助
を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めています
か。

□ □

（６）事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用
者に対してサービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者
以外の者に対してもサービスの提供を行うよう努めていますか。

➢高齢者向け集合住宅と同一の建物に所在する事業所が、その住宅
に居住する高齢者にサービスを提供する場合、いわゆる「囲い込み」に
よる閉鎖的なサービス提供が行われないよう、地域包括ケア推進の観
点から地域の利用者にもサービス提供を行うことに努めること。

□ □

３８．居住機能を担う
併設施設等への入居

条例第２０２条準用条
例第１０６条

　事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続でき
るよう支援することを前提としつつ、利用者が指定認知症対応型共同
生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老
人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護医療院等その他の
施設へ入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行
えるよう、必要な措置を講ずるよう努めていますか。

➢居住機能を担う併設施設
・認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設、地域密
着型介護老人福祉施設、介護療養型医療施設又は介護医療院

□ □

３９．事故発生時の対
応

条例第２０２条準用条
例第４０条

（１）事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した
場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支
援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じていますか。

　　→事故事例（　有　・　無　）

　　→市への事故報告事例（　有　・　無　）

□ □

３７．地域との連携等

条例第２０２条準用条
例第５９条の１７
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

３９．事故発生時の対
応

条例第２０２条準用条
例第４０条

（２）（１）の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録して
いますか。また、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐ
ための対策を講じていますか。

➢利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合の対応方
法については、あらかじめ事業者が定めておくことが望ましい。
　→事故対応マニュアル（　有　・　無　）

➢同様の事故を繰り返さないための組織的な取り組みに関する認識を
もつことが重要。
　→組織的な分析・検討（　有　・　無　）

□ □

（３）事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故
が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っていますか。

　→損害賠償事例の有無（　有　・　無　）
□ □

４０．虐待の防止

条例第２０２条準用条
例第４０条の２

　事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措
置を講じていますか。

①事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ
電話装置等を活用して行うことができる。）を定期的に開催するととも
に、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
②事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
③事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的
に実施すること。
④①から③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

□ □

４１．利用者の安全並
びに介護サービスの
質の確保及び職員の
負担軽減に資する方
策を検討するための
委員会の設置

条例第２０２条準用条
例第１０６条の２

　事業者は、当該事業所における業務の効率化、介護サービスの質の
向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該事
業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員
の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等
を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しています
か。

※事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事業運営に関する
会議（事故発生の防止のための委員会等）を開催している場合、これと
一体的に設置・運営する こととして差し支えない。本委員会は事業所
毎に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等
により行うことも差し支えない。

※委員会の名称について、利用者の安全並びに介護サービスの質の
確保及び職員の負担軽減に資する方策が適切に検討される限りにお
いては、法令とは異なる委員会の名称を用いても差し支えない。

□ □

４２．会計の区分
条例第２０２条準用条
例第４１条

　事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、看護小規模多機
能型居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しています
か。 □ □

４３．記録の整備

条例第２０１条

（１）事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し
ていますか。

□ □

（２）事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に
掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存していますか。

(1)居宅サービス計画
(2)看護小規模多機能型居宅介護計画
(3)身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並
びに緊急やむを得ない理由の記録
(4)主治の医師による指示の文書
(5)看護小規模多機能型居宅介護報告書
(6)提供した具体的なサービスの内容等の記録
(7)市への通知に係る記録
(8)苦情の内容等の記録
(9)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(10)報告、評価、要望、助言等の記録

□ □
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適 不適

点検項目
及び根拠法令等

確認事項
点検結果 「不適」の場合の事由

及び改善方法、その
他

４４．電磁的記録等

条例第２０３条

介護保険法第７８条
の５

　当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定
める事項に変更があったとき、又は休止した当該事業を再開したとき
は、１０日以内に、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃
止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定めるところによ
り、その旨を市に届け出ていますか。

①事業所の名称及び所在地
②申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏
名、生年月日、住所及び職名
③登記事項証明書又は条例等
④建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要 
⑤事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
⑥運営規程
⑦協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との
契約の内容
⑧介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との
連携体制及び支援の体制の概要 
⑨地域密着型介護サービス費の請求に関する事項
⑩ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

□ □

１　指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当た
る者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例の規定において書面
（被保険者証に関するものを除く。）で行うことが規定されている又は想定されるも
のについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができ
る。

２　指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当た
る者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交付等」
という。）のうち、条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定さ
れるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的
方法によることができる。

Ⅴ　変更の届出等
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